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明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
お
け
る
未
成
年
犯
罪
者
に
対
す
る
言
説
に
関
す
る

一
考
察

目
次

一
。
は
じ
め
に

現
行
刑
法
制
定
の
意
義
と
未
成
年
犯
罪
者
へ
の
影
響

刑
法
第
四

一
条

（刑
事
責
任
年
齢
）
を
め
ぐ
る
言
説

お
わ
り
に
　
―
現
行
刑
法
制
定
か
ら
大
正
少
年
法
制
定
へ
―

は

じ

め

に

本
稿
は
、
刑
法
制
定
後
の
議
論
を
主
た
る
分
析
対
象
と
し
て
、
近
代
日
本
の
未

成
年
者
に
対
す
る
刑
事
法
の
理
念
と
実
態
の

一
部
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

前
稿
に
引
き
続
き
、
戦
前
日
本
に
お
け
る
社
会
事
業
の
現
代
的
特
質
の

一
面
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
該
当
時
期
の
刑
事
法
な
い
し
刑
事
政
策
と
社
会
事
業
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

前
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
感
化
事
業
、
更
生
事
業
、
児
童
保
護
に
関
す
る
民
間

の
活
動
と
政
府
な
い
し
国
家
と
の
関
係
、
ま
た
、
該
当
期
の
未
成
年
犯
罪
者
お
よ

び
不
良
少
年
に
関
す
る
内
務
省
な
ら
び
に
司
法
省
の
対
応
を
確
認
し
た
上
で
、
大

田
　
中
　
亜
紀
子

正
少
年
法
案
初
期
審
議
に
お
け
る
対
象
少
年
の
処
遇
に
関
す
る
議
論
の
分
析
を
通

じ
て
、
草
案
起
草
者
お
よ
び
花
井
卓
蔵
を
は
じ
め
と
す
る
同
法
案
審
議
会
出
席
者

が
有
し
て
い
た
、民
間
団
体
な
ら
び
に
民
間
施
設
の
利
用
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
正
少
年
法
の
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
大
正

少
年
法
制
定
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
現
行
刑
法
に
お
け
る
未
成
年
犯
罪
者
に
関

す
る
規
定
に
対
し
て
当
時
ど
の
よ
う
な
理
解
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
現
行
刑
法
制
定
当
時
の
刑
法

テ
キ
ス
ト
を
主
た
る
分
析
の
対
象
と
し
て
、
大
正
少
年
法
の
議
論
の
前
提
と
な
る

べ
き
、
現
行
刑
法
の
未
成
年
犯
罪
者
に
関
す
る
認
識
を
検
討
す
る
。

二
．
現
行
刑
法
制
定
の
意
義
と
未
成
年
犯
罪
者

へ
の
影
響

一
九
〇
七

（明
治
四
〇
）
年
に
現
行
刑
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち
旧

刑
法
に
お
け
る
未
成
年
犯
罪
者
に
関
す
る
規
定
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

第
七
十
九
条
　
罪
ヲ
犯
ス
時
十
二
歳
二
満
サ
ル
者
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス
但
満
八
歳



論 説 機

以
上
ノ
者
ハ
情
状
二
因
り
満
十
六
歳
二
過
キ
サ
ル
時
間
之
ヲ
懲
治
場
二
留
置

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
十
条
　
罪
ヲ
犯
ス
時
満
十
二
歳
以
上
十
六
歳
二
満
サ
ル
者
ハ
其
所
為
是
非

ヲ
弁
別
シ
タ
ル
ト
否
ト
ヲ
審
案
シ
弁
別
ナ
グ
シ
テ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
其
罪
ヲ
論

セ
ス
但
情
状
二
因
り
満
二
十
歳
二
過
キ
サ
ル
時
間
之
ヲ
懲
治
場
二
留
置
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

一
一　
若
シ
弁
別
ア
リ
テ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
其
罪
ヲ
宥
恕
シ
テ
本
刑
二
二
等
ヲ
減

ス
第
八
十

一
条
　
罪
ヲ
犯
ス
時
満
十
六
歳
以
上
二
十
歳
二
満
サ
ル
者
ハ
其
罪
ヲ
宥

恕
シ
テ
本
刑
二
一
等
ヲ
減
ス

以
上
の
規
定
に
よ
っ
て
、
旧
刑
法
に
お
い
て
は
、
未
成
年
者
が
犯
罪
を
行

っ
た

場
合
は
、
年
齢

（八
歳
、
十
二
歳
、
十
六
歳
、
二
十
歳
）
に
よ
っ
て
、
犯
罪
に
対

す
る
非
難
の
程
度
と
そ
の
処
遇
に
差
異
を
設
け
る
と
い
う
、
相
対
的
刑
事
責
任
能

力
な
ら
び
に
そ
の
責
任
能
力
に
応
じ
た
処
遇
を
予
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
実
際
に

は
不
十
分
で
あ

つ
た
が
、
規
定
と
し
て
は
、
監
獄
内
に
、
成
人

一
般
と
別
に
、
未

成
年
者
を
処
遇
す
る
施
設
と
し
て

「懲
治
場
」
を
設
け
、
該
当
者
を
収
容
す
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
刑
法
に
お
い
て
、
旧
刑
法
の
上

記
規
定
は
、
第
四
十

一
条

「十
四
歳
二
満
タ
サ
ル
者
ノ
行
為
ハ
之
ヲ
罰
セ
ス
」
の

一
条
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の
相
対
的
刑
事
責
任
能
力
か
ら
、
満
十
四
歳
を

も

っ
て
刑
事
責
任
能
力
を
有
す
る
と
い
う
絶
対
的
刑
事
責
任
能
力
と
な
る
と
と
も

に
、
「懲
治
場
」
留
置
に
関
す
る
文
言
が
削
除
さ
れ
た
。

現
行
刑
法
が
制
定
さ
れ
た
明
治
四
〇
年
に

『刑
法
修
正
理
由
』
を
出
版
し
た
南

雲
庄
之
助
は
、
そ
の
理
由
を
、
現
行
刑
法
案
審
議
に
お
け
る
倉
富
勇
三
郎
の
説
明

を
引
用
し
つ
つ
以
下
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

①
懲
治
規
定
削
除
に
関
し
て

又
幼
年
者
に
対
し
て
懲
治
す
る
と
云
ふ
こ
と
も
固
よ
り
是
は
刑
罰
で
は
な

い
の
み
な
ら
ず
、
幼
年
者
に
対
し
て
懲
戒
を
施
す
と
云
ふ
こ
と
も
決
し
て
幼

年
者
が
犯
罪
行
為
を
為
し
た
場
合
に
限
ら
な
い
。
現
に
民
法
に
於
て
も
裁
判

所
の
許
可
を
得
て
懲
治
場
に
入
れ
る
こ
と
を
得
る
旨
の
規
定
も
あ
り
、
又
感

化
法
に
於
て
も
幼
年
者
を
感
化
院
に
入
れ
る
こ
と
を
得
る
旨
の
規
定
も
あ

る
。
是
も
幼
年
者
が
犯
罪
行
為
を
為
し
た
場
合
の
み
に
限
つ
て
刑
法
上
特
に

懲
治
の
処
分
を
の
み
規
定
し
て
置
い
て
も
決
し
て
完
全
と
云
ふ
訳
に
は
行
か

ぬ
、
加
之
な
ら
ず
刑
事
の
裁
判
所
を
し
て
此
幼
年
者
に
対
す
る
懲
治
処
分
を

な
さ
し
め
る
と
云
ふ
こ
と
は
幼
年
者
を
感
化
す
る
上
に
於
て
も
決
し
て
適
当

で
な
か
ら
う
、
右
様
な
次
第
で
之
等
の
事
は
他
の
法
律
の
規
定
に
譲
た
の
で

あ
る
。
（傍
線
は
筆
者
。
以
下
も
同
様
。
）

つ
ま
り
、
幼
年
者
に
対
す
る
懲
治
は
刑
罰
で
は
な
い
た
め
、
ま
た
、
幼
年
者
に

対
す
る
懲
戒
は
幼
年
者
が
犯
罪
行
為
を
行

っ
た
場
合
に
限
定
さ
れ
な
い
た
め
、
刑

事
裁
判
で
懲
治
処
分
を
決
定
す
る
の
は
、
「幼
年
者
を
感
化
」
す
る
上
で
不
適
当
で

あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
懲
治
場
規
定
は
削
除
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

②
幼
年
者
に
対
す
る
刑
の
減
軽

前
の
案
に
十
四
歳
以
上
二
十
歳
未
満
の
者
が
罪
を
犯
し
た
場
合
に
は
其
刑

を
減
軽
す
る
こ
と
を
得
と
云
ふ
こ
と
の
規
定
が
あ
つ
た
け
れ
共
、
改
正
刑
法

で
は
其
規
定
を
削
除
し
た
、
其
理
由
は
改
正
刑
法
は
幼
年
者
の
責
任
年
齢
を

変
更
し
て
十
四
歳
未
満
は
総
て
之
を
罰
し
な
い
と
云
ふ
こ
と
に
し
て
居
る
、

十
四
歳
以
上
と
云
へ
ば
数

へ
年
で
十
五
歳
若
し
く
は
十
六
歳
と
云
ふ
こ
と
に

な
る
訳
で

一
通
り
其
人
の
智
能
も
発
達
し
て
居
る
の
で
あ
る
、
加
之
此
改
正
　
　
　
　
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
結
局
十
四
歳
と
云
ふ
こ
と
に
折
合
を
付
け
た
の
で
あ
る
、

刑
法
は
多
く
の
場
合
に
於
て
刑
の
範
囲
が
余
程
廣
く
な
つ
て
居
る
故
に
幼
年

次
に
彼
の
幼
者
に
対
す
る
懲
治
処
分
は
刑
法
上
よ
り
之
を
削
除
し
た
け
れ
ど
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な
る
訳
で

一
通
り
其
人
の
智
能
も
発
達
し
て
居
る
の
で
あ
る
、
加
之
此
改
正

あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
結
局
十
四
歳
と
云
ふ
こ
と
に
折
合
を
付
け
た
の
で
あ
る
、

刑
法
は
多
く
の
場
合
に
於
て
刑
の
範
囲
が
余
程
廣
く
な
つ
て
居
る
故
に
幼
年

者
が
罪
を
犯
し
た
場
合
に
各
条
の
刑
の
範
囲
内
に
於
て
幼
年
者
相
当
の
刑
を

科
す
る
こ
と
も
出
来
る
、
尚
且
つ
其
事
情
に
適
し
な
い
場
合
が
あ
れ
ば
そ
れ

次
に
彼
の
幼
者
に
対
す
る
懲
治
処
分
は
刑
法
上
よ
り
之
を
削
除
し
た
け
れ
ど

以
上
酌
量
減
軽
の
途
も
開
い
て
あ
る
か
ら
し
て
、
十
四
歳
以
上
二
十
歳
未
満

の
者
に
向
て
法
律
上
減
軽
の
途
を
開
い
て
置
く
必
要
は
無
か
ら
う
と
云
ふ
趣

旨
か
ら
し
て
、
此
規
定
を
削
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
るｆ
。

つ
ま
り
、
旧
刑
法
に
お
け
る
相
対
的
責
任
能
力
規
定
を
絶
対
的
責
任
能
力
規
定

と
変
更
し
た
上
で
、
刑
事
責
任
能
力
を
満
十
四
歳
と
し
た
理
由
は
、
同
年
齢
の
段

階
に
お
い
て
は

「
一
通
り
其
人
の
智
能
も
発
達
し
て
居
る
」
か
ら
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
刑
の
範
囲
が
旧
刑
法
と
比
べ
て
広
く
、
ま
た
酌
量
減
軽
も
可
能
と
な

っ
た

た
め
、
個
別
具
体
事
例
に
対
応
で
き
る
か
ら
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ

ｚｅ
。

③
責
任
年
齢
を
高
め
た
理
由

現
行
法
は
犯
罪
責
任
年
齢
を
十
二
歳
と
し
て
居
る
が
、
此
刑
法
草
按
調
査

中
十
四
歳
よ
り
も
今
少
し
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
十
八
歳
な
ど
と
云
ふ
極

端
な
議
論
も
出
た
、
或
は
又
十
五
歳
、
十
六
歳
と
云
ふ
意
見
も
出
た
が
、
ど

う
し
て
も
責
任
年
齢
は
成
る
べ
く
上
の
方
に
し
て
刑
法
上
で
は
之
を
罰
せ
な

い
、
矯
正
上
懲
治
の
処
分
を
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
極
め
て
必
要
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
普
通
の
刑
を
科
し
て
幼
年
者
を
訓
戒
す
る
と
云
ふ
は
決
し
て
適
当
で

な
い
、
そ
れ
で
責
任
年
齢
は
高
く
し
て
、
成
る
可
く
普
通
の
刑
を
科
せ
ぬ
方

が
適
当
で
あ
る
と
云
ふ
考
を
以
て
、
十
四
歳
と
し
て
現
行
法
よ
り
二
歳
だ
け

を
上
ぼ
せ
る
こ
と

ヽ
と
な
つ
た
。
尚
ほ

一
時
は
も
う
少
し
高
ぐ
な
つ
た
事
も

も
実
際
上
懲
治
処
分
は
致
す
積
り
で
、
何
れ
感
化
法
で
も
少
し
の
修
正
を
加

へ―潤
洲
引
洲
網
ｄ
の‐
創
測
潤
酬
劃
劃
洲
引
州
司
測
計
到
洲
引
引
と
思
ふ‐４
０

刑
事
責
任
年
齢
を
満

一
四
歳

へ
引
き
上
げ
た
理
由
は
、
未
成
年
犯
罪
者
に
対
す

る
矯
正
と
し
て
の
懲
治
処
分
は
必
要
だ
が
、
成
人
同
様
の
刑
を
科
す
こ
と
は
妥
当

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
旧
刑
法
に
お
け
る
刑
事

責
任
年
齢
で
あ
る
満

一
二
歳
を
満

一
四
歳
に
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
罰
の
対

象
者
を
可
能
な
限
り
制
限
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
「懲
治
処
分
は
刑

法
上
よ
り
之
を
削
除
し
た
け
れ
ど
も
実
際
上
懲
治
処
分
は
致
す
積
り
で
、
何
れ
感

化
法
で
も
少
し
の
修
正
を
加

へ
た
な
ら
ば
総
て
の
懲
治
法
は
差
支
な
く
行
は
れ
る

で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
」
と
述
べ
て
い
る
様
に
、
懲
治
規
定
は
刑
法
か
ら
は
削
除
し
た

も
の
の
、
懲
治
処
分
同
様
の
処
遇
は
今
後
も
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
感
化
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の

改
正
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
内
務
省
と
、
刑
事
手
続
き
の
関
係
で
同
改
正
は
不
十

分
で
あ
る
と
認
識
し
た
司
法
省
と
の
間
で
、
大
正
期
に
入

っ
て
未
成
年
犯
罪
者
に

関
す
る
法
律
を
め
ぐ
る
対
立
が
生
じ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

④
十
四
歳
以
上
の
未
成
年
者
に
対
す
る
法
律
上
の
減
軽

現
行
法
に
て
は
十
二
歳
未
満
の
者
は
絶
対
に
罰
し
な
い
、
十
二
歳
か
ら
十

六
歳
ま
で
は
是
非
の
弁
別
の
有
無
に
依
つ
て
或
は
罰
し
或
は
罰
し
な
い
、
十

六
歳
か
ら
二
十
歳
ま
で
の
間
は
本
刑
中

一
等
を
減
ず
る
と
云
ふ
こ
ど
に
な
つ

て
居
る
け
れ
ど
も
、
此
法
は
単
純
に
十
四
歳
前
後
を
以
て
責
任
の
有
無
を
区

別
し
て
十
四
歳
以
上
の
者
は
断
然
減
軽
を
典

へ
な
い
と
云
ふ
こ
と
に
し
て
居



論 説 畿

る
、
現
行
法
に
於
け
る
二
十
歳
ま
で
は
其
刑
を
減
軽
宥
恕
す
る
と
の
規
定
は
、　
　
る
。

其
結
果
は
極
め
て
不
適
当
の
場
合
が
出
て
来
る
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
、
二
十

歳
と
云
へ
ば
数

へ
年
の
二
十
二
歳
に
な
る
者
も
あ
つ
て
、
随
分
強
盗
殺
人
其

他
狩
悪
な
る
犯
罪
を
遂
行
す
る
も
の
が
往
々
あ
る
、
け
れ
と
も
之
に
対
し
て

毎
に
其
刑
は
必
ず

一
等
を
減
ぜ
ぬ
け
れ
ば
な
ら
ぬ

（
マ
こ

と
云
ふ
や
う
な

こ
と
に
為
り
随
分
実
際
に
困
る
場
合
が
あ
る
。
故
に
此
法
は
寧
ろ
十
四
歳
以

上
の
者
に
法
律
上
の
減
等
を
典

へ
な
い
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
併
し
本
法
は

裁
判
上
酌
量
減
軽
の
途
は
十
分
に
備
は
つ
て
居
る
か
ら
し
て
例
令
ど
の
種
類

の
重
い
犯
罪
も
事
態
に
適
応
す
る
減
軽
が
出
来
る
の
で
あ
る
、
従
て
十
四
歳

以
上
の
者
に
も
特
に
法
律
上
の
減
軽
を
典

へ
る
の
必
要
は
無
い
こ
と
に
な

ア
ｅ

。

相
対
的
責
任
能
力
を
廃
上
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
倉
富
は
、
満
二
〇
歳
未
満
の

者
に
対
し
て
減
刑
を
行

っ
て
い
た
旧
刑
法
に
お
い
て
不
都
合
が
発
生
し
て
い
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
Ｊ
一十
歳
と
云

へ
ば
数

へ
年
の
二
十
二
歳
に
な

る
者
も
あ
つ
て
」
と
指
摘
し
て
い
る
様
に
、
満
二
〇
歳
未
満
の
者
が
成
人
に
近
い

存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が
悪
質
な
犯
罪
を
行

っ
た
場
合
で
あ

っ
て
も
、
第

八

一
条
に
よ
っ
て
、
単
に
満
二
〇
歳
未
満
で
あ
る
と
い
う
理
由
で

一
等
減
刑
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
不
都
合
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
未
成
年
者
に
対
す
る

一
律
減
刑
を
行
わ
せ
な
い
た
め
に
、
現
行
刑
法
に

お
い
て
は
敢
え
て
刑
事
責
任
能
力
を
満

一
四
歳
と
規
定
し
、
満

一
四
歳
以
上
の
未

成
年
犯
罪
者
に
対
す
る
寛
刑
規
定
を
設
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
定
刑

の
幅
の
拡
大
と
裁
判
官
に
よ
り
広
い
裁
量
権
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
た
め
、
未

成
年
犯
罪
者
に
対
す
る
著
し
い
不
利
益
は
な
い
と
、
倉
富
は
考
え
て
い
た
の
で
あ

三
．
刑
法
第
四

一
条

（刑
事
責
任
年
齢
）
を
め
ぐ
る
言
説

以
上
の
①
か
ら
④
の
理
由
か
ら
、
現
行
刑
法
に
お
い
て
未
成
年
犯
罪
者
に
関
す

る
規
定
は
、
満

一
四
歳
の
刑
事
責
任
能
力
を
規
定
し
た
第
四

一
条
の
み
と
な

っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
第

一
に
未
成
年
犯
罪
者
に
関
し
て
、
犯
罪
行
為
を
行

っ
た
満

一

四
歳
未
満
の
刑
事
無
責
任
能
力
者

へ
の
処
遇
を
い
か
に
お
こ
な
う
べ
き
か
、
そ
し

て
第
二
と
し
て
、
犯
罪
行
為
を
行

っ
た
満

一
四
歳
以
上
の
者
に
対
す
る
刑
事
手
続

き
お
よ
び
科
刑
な
ど
の
場
に
お
い
て
成
人
と
区
別
す
る
必
要
性
が
あ
る
が
、
ど
の

よ
う
に
す
べ
き
か
、
以
上
二
つ
の
課
題
が
発
生
し
た
。
以
上
の
課
題
に
対
し
て
政

府
は
、
当
初
、
感
化
法
を

一
部
改
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
懲
治
場
規
定
削
除
後

の
対
象
者
の
処
遇
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
そ
の
後
大
正
期
に
少
年
法
が

制
定
さ
れ
る
ま
で
、
改
正
感
化
法
に
よ
る
感
化
法
施
行
の
徹
底
化
を
企
図
す
る
と

と
も
に
、
「感
化
」
事
業
と
し
て
社
会
事
業
の
展
開
を
企
図
し
た
内
務
省
と
、
未
成

年
犯
罪
者
を
対
象
と
す
る
特
別
法
の
制
定
を
企
図
し
た
司
法
省
と
を
中
心
と
し

て
、
未
成
年
犯
罪
者
お
よ
び
非
行
少
年
の
発
生
原
因
な
ら
び
に
処
遇
に
関
す
る
研

究
な
ど
が
進
め
ら
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
現
行
刑
法
制
定
後
に
世
に
出
さ
れ
た
刑
法
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、

未
成
年
犯
罪
者
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
第
四

一
条
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
語

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
現
行
刑
法
制
定
後
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
刑

法
第
四

一
条
を
め
ぐ
る
言
説
を
紹
介
し
、
そ
の
特
徴
の
分
析
を
行
う
。

上

（総
論
）

下
編

（各
論
）

３０
版
』
貧

九
二

ら
か
な
重
複
分
を
除
外
す
る
と
七
冊
）。

一
年
）
。
以
上
の
九
冊

（明



醸 明治末期から大正期における未成年犯罪者に対する言説に関する一考察

三
．
刑
法
第

四

一
条

（刑
事
責
任
年
齢
）
を
め
ぐ
る
言
説

現
行
刑
法
制
定
か
ら
大
正
少
年
法
制
定

（
一
九
二
二
年
）
ま
で
に
出
版
さ
れ
た

刑
法
に
関
す
る
文
献
は
二
五
〇
点
以
上
が
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
中
で
、特
殊
な
性
格
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
陸
軍
刑
法
な
ら
び
に
海
軍
刑
法
、

そ
し
て
刑
法
各
論
に
特
化
し
た
も
の
、
試
験
対
策
本
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
を
除
外
す

る
と
、
四
五
点
が
検
討
対
象
と
な
る
。
そ
の
内
訳
を
出
版
数
の
多
い
著
者
毎
に
並

べ
た
も
の
が
以
下
で
あ
る
。

ｏ
牧
野
英

一
一
『刑
法
通
義
』
貧

九
〇
七
年
）、
『刑
法
総
論
』
貧

九
〇
七
年
）、

『刑
法
総
論
　
増
訂
再
版
』
貧

九
〇
八
年
）、
『刑
事
学
の
新
思
潮
と
新
刑
法

再
版
』
貧

九
〇
九
年
）、
『刑
法
通
義
』
貧

九
〇
九
年
）、
『刑
法
通
義
　
増

訂
』
貧

九
〇
九
年
）、
『刑
法
提
要
』
貧

九

一
〇
年
）、
『刑
法
総
論
』
貧

九

一
一
年
）、
『日
本
刑
法
　
第

一
分
冊
　
再
版
』
貧

九

一
六
年
）、
『刑
法
と
社

會
思
潮
』
貧

九

一
六
年
）、
『罪
刑
法
定
主
義
と
犯
罪
徴
表
説
』
貧

九

一
八

年
）、
『日
本
刑
法
　
分
冊
第
２５
版
』
貧

九

一
八
年
）
、
『日
本
刑
法
　
第
１
分

冊
　
９
版
』
貧

九

一
九
年
）、
『刑
法
研
究
　
第
１
』
貧

九

一
九
年
）。
以
上

の
一
四
冊

（明
ら
か
な
重
複
分
を
除
外
す
る
と
九
冊
）。

ｏ
泉
二
新
熊

¨
『刑
法
原
理
研
究
書
』
貧

九
〇
八
年
）、
『改
正
日
本
刑
法
論
』

（
一
九
〇
八
年
）、
『刑
法
大
要
』
貧

九

一
一
年
）、
『日
本
刑
法
論
　
１３
版
』

（
一
九

一
二
年
）、
『刑
法
線
論
　
大
正
３
年
度
』
貧

九

一
四
年
）、
『刑
法
総

論
　
大
正
４
年
度
』
貧

九

一
五
年
）、
『刑
法
大
要
　
訂
１０
版
』
貧

九

一
九

年
）、
『日
本
刑
法
論
　
上
、
下
編
　
２６
版
』
貧

九

一
九
年
）、
『日
本
刑
法
論

上

（総
論
）

下
編

（各
論
）

３０
版
』
貧

九
二
一
年
）。
以
上
の
九
冊

（明

ら
か
な
重
複
分
を
除
外
す
る
と
七
冊
）。

ｏ
花
井
卓
蔵

¨
『改
正
新
刑
法
註
解
』
貧

九
〇
八
年
）
、
『新
刑
法
評
論
』
貧

九

〇
八
年
）、
『刑
法
俗
論
』
貧

九

一
二
年
）、
『刑
法
綜
撹
』
貧

九

一
三
年
）。

以
上
の
四
冊
。

ｏ
小
疇
伝

一
『改
正
日
本
刑
法
論
　
総
則
』
貧

九
〇
八
年
）、
『大
審
院
判
例
ト

新
刑
法
』
貧

九
〇
八
年
）、
『新
刑
法
論
　
総
則
』
貧

九

一
〇
年
）。
以
上
の

三
冊
。

・
岡
田
朝
太
郎

一
『刑
法
講
義
』
貧

九
〇
七
年
）、
『刑
法
総
論
　
大
正
７
年
度
』

（
一
九

一
八
年
）、
『刑
法
論
』
貧

九
二
〇
年
）。
以
上
の
三
冊
。

・
山
岡
万
之
助

一
『刑
法
総
論
』
貧

九

一
二
年
）、
『刑
法
原
理
　
改
補
５
版
』

貧

九

一
五
年
）
２

一冊
。

・
そ
の
他
、
佐
々
木
英
光

『刑
法
』
貧

九
〇
七
年
）、
小
林
学
堂

『改
正
刑
法

刑
事
訴
訟
法
註
釈
大
全
』
貧

九
〇
七
年
）、
山
田
正
賢

『改
正
刑
法
講
義
』

（
一
九
〇
七
年
）、
藤
沢
茂
十
郎

［他
］
『改
正
刑
法
新
論
』
貧

九
〇
七
年
）、

磯
部
四
郎

『改
正
刑
法
正
解
』
貧

九
〇
七
年
）、
南
雲
庄
之
助

『刑
法
修
正

理
由
』
貧

九
〇
七
年
）、
上
田
玄
海

［他
］
『改
正
刑
法
並
監
獄
法
要
義
』
貧

九
〇
八
年
）、
谷
野
格

『刑
法
総
論
』
貧

九

一
〇
年
）、
江
木
衷

『刑
政
に
関

す
る
緊
急
問
題
』
貧

九

一
四
年
）、
勝
本
勘
三
郎

『刑
法
要
論
　
上
巻

（総

則
）

訂
３
版
』
貧

九

一
五
年
）

本
来
で
あ
れ
ば
、
該
当
す
る
全
て
の
テ
キ
ス
ト
を
取
り
上
げ
る
べ
き
で
は
あ
る

が
、
前
掲
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
単
な
る
条
文
列
挙
な
い
し
条
文
に
極
め
て
簡
潔
な

説
明
の
み
を
付
し
た
も
の
な
ど
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、以
下
で
は
、



論 説 ◎

刑
事
責
任
能
力
な
ら
び
に
旧
刑
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
懲
治
場
の
廃
止
理
由
に
つ

い
て
あ
る
程
度
の
見
解
が
付
さ
れ
て
い
る
現
行
刑
法
制
定
直
後
の
テ
キ
ス
ト
、
そ

し
て
該
当
期
に
お
い
て
刑
法
お
よ
び
未
成
年
犯
罪
者
に
関
す
る
発
言
に
影
響
力
を

有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
花
井
卓
蔵
、
牧
野
英

一
、
泉
二
新
熊
の
テ
キ
ス
ト

を
主
た
る
検
討
の
対
象
と
す
る
。

ま
た
、
現
行
刑
法
制
定
当
時
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
満

一
四
歳
を
刑
事
責
任
能
力

と
し
た
第
四

一
条
な
ら
び
に
懲
治
場
規
定
の
削
除
に
対
す
る
肯
定
的
意
見
と
否
定

的
意
見
の
両
方
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
そ
の
両
者
の
代
表
的
な

意
見
を
取
り
上
げ
る
っ

（
一
）
現
行
刑
法
第
四

一
条
に
対
す
る
肯
定
的
意
見

①
山
田
正
賢

『改
正
刑
法
講
義
』
（明
治
四
〇
年
）

山
田
は
改
正
刑
法

（
＝
現
行
刑
法
第
四

一
条
）
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。本

条
モ
亦
責
任
能
カ
ヲ
欠
ク
ニ
基
ク
犯
罪
ノ
不
成
立
二
関
ス
ル
規
定
ニ
シ

テ
即
チ
十
四
歳
二
満
タ
サ
ル
者
ノ
行
為

ハ
之
ヲ
罰
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
今
之
ヲ

旧
刑
法
卜
比
較
ス
ル
ニ
旧
法

ハ
責
任
年
齢
ヲ
十
二
歳
卜
定
メ
之
二
満
タ
サ
ル

者
ノ
行
為
ハ
罪
卜
為
サ
ス
ト
セ
リ
是
レ
旧
法
ハ
主
ト
シ
テ
古
来
ノ
立
法
例
ヲ

襲
ヒ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
古

ヘ
ハ
幼
年
犯
罪
者
二
対
シ
懲
治
ノ
方
法
十
分
ナ
ラ

サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
刑
罰
ノ
ロ
的
モ
亦
今
日
卜
等
シ
カ
ラ
サ
リ
シ
ヲ
以
テ
極
メ

テ
責
任
年
齢
ヲ
低
ク
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
然
リ
ト
雖
モ
近
来
生
理
学
ノ
発
達

二
伴
ヒ
幼
者
ノ
智
能
ハ
此
ノ
如
ク
速
二
発
育
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ヲ
知
ル
ニ

至
り
従
来
ノ
立
法
例
二
於
ケ
ル
責
任
年
齢
ノ
低
キ
ニ
失
ス
ル
ヲ
非
難
ス
ル
者

増
加
シ
タ
ル
ト
共
二
幼
年
犯
罪
者
ヲ
懲
治
ス
ル
設
備
ヲ
整
へ
得
ル
ニ
至
レ
ル

ヲ
以
テ
本
法
ハ
断
然
旧
来
ノ
立
法
例
ヲ
破
り
責
任
年
齢
ヲ
高
メ
之
ヲ
十
四
歳

卜
為
シ
タ
リ
蓋
シ
幼
年
囚
ヲ
処
罰
ス
ル
モ
其
利
益
甚
夕
少
ナ
ク
却
テ
本
条
ノ

規
定

ハ
之
ヲ
済
フ
ニ
最
モ
適
切
ナ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ
而
シ
テ
旧
法

ハ
十
六

歳
以
上
二
十
歳
二
満
サ
ル
者
ハ
其
罪
ヲ
宥
恕
シ
テ
本
刑
二
一
等
ヲ
減
ス
ト
シ

タ
ル
モ
本
法
ハ
単
純
二
十
四
歳
前
後
ヲ
以
テ
責
任
ノ
有
無
ヲ
区
別
シ
十
四
歳

以
上
ノ
者
ハ
断
然
減
刑
ヲ
典

ヘ
サ
ル
コ
ト
ト
シ
タ
リ
蓋
シ
満
二
十
歳
マ
テ
ハ

其
智
能
発
達
ノ
程
度
及
ヒ
情
状
ノ
如
何
二
関
セ
ス
必
ス

一
等
ヲ
減
セ
サ
ル
ヘ

カ
ラ
ス
ト
ス
ル
ハ
実
際
上
極
メ
テ
不
適
当
ノ
場
合
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ノ
ミ

ナ
ラ
ス
本
法
ハ
刑
ノ
範
囲
ヲ
拡
張
シ
且
ツ
裁
判
上
酌
量
減
刑
ノ
途
ア
ル
ヲ
以

テ
如
何
ナ
ル
種
類
ノ
罪
ヲ
犯
ス
モ
其
事
態

二
適
応
ス
ヘ
キ
減
軽
ヲ
為
シ
得

ヘ

ク
従
テ
旧
法
ノ
主
義
ヲ
採
用
ス
ル
ノ
必
要
ナ
キ
ナ
リ
但
シ
私
見
ヲ
以
テ
ス
レ

ハ
十
四
歳
以
上
ノ
者
卜
雖
モ
丁
年
二
達
セ
サ
ル
間
ハ
尚
ホ
幼
者
タ
ル
ヲ
免
レ

サ
ル
ヲ
以
テ
前
改
正
案
ノ
如
ク
情
状
二
因
り
裁
判
所
ヲ
シ
テ
其
刑
ヲ
減
軽
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ヲ
至
当
ナ
リ
ト
信
ス‐

（傍
線
筆
者
。
以
下
も
同
様
。
）

山
田
は
、
旧
刑
法
は

「古
来
ノ
立
法
例
」
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
刑
罰
の

目
的
も
今
日
と
は
異
な
っ
て
い
る
上
、
懲
治
方
法
も
不
十
分
で
あ

つ
た
。
し
か
し

な
が
ら
そ
の
後
、
医
学
の
発
達
に
よ
っ
て
、
責
任
能
力
が
低
す
ぎ
る
と
い
う
批
判

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
同
時
に

「懲
治
ス
ル
設
備
」
も
整
備
す
る
こ
と
が
可

能
に
な

っ
た
た
め
、
責
任
年
齢
を

一
四
歳
に
高
め
た
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
山

田
が
述
べ
た

「懲
治
ス
ル
設
備
」
は
、
感
化
院
を
指
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は

何
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
設
備
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
文
脈
か
ら
は
判

明
し
な
い
が
、
刑
事
責
任
能
力
の
年
齢
を
高
め
た
理
由
と
し
て
、
山
田
は
、
新
旧

於
テ
ヲ
ヤ
是
レ
之
ヲ
削
除
シ
テ
他
ノ
法
令
二
譲
リ
タ
ル
所
以
ナ
ゥ

懲
治
制
度
廃
上
に
関
す
る
山
田
の
説
明
は
、
先
に
見
た
南
雲
と
同
様
に
、
議
会

刑
法
に
お
け
る
刑
罰
の
目
的
の
差
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
、
そ
し
て

「幼
年

囚
」
の
処
罰
に
つ
い
て
否
定
的
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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刑
法
に
お
け
る
刑
罰
の
目
的
の
差
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
、
そ
し
て

「幼
年

囚
」
の
処
罰
に
つ
い
て
否
定
的
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
旧
刑
法
に
お
け
る
相
対
的
刑
事
責
任
能
力
で
は
な
く
、
絶
対
的
刑
事
責

任
能
力
が
採
用
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
知
能
発
達
の
状
況
な
ど
は
個
体
差
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
刑
法
に
お
い
て
は
自
動
的
に
刑
を
軽
く
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
実
務
上
不
都
合
な
場
合
が
あ

っ
た
こ
と
、
現
行
刑
法
で
は
法
定
刑
の
範

囲
が
拡
大
し
、
ま
た
酌
量
減
刑
の
方
法
も
整

っ
て
い
る
の
で
個
別
対
応
が
可
能
に

な
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
後
者
の
法
定
刑
の
範
囲
拡
大
、
酌
量
減
軽
の
導

入
を
理
由
に
挙
げ
る
姿
勢
は
他
の
多
く
の
論
者
と
共
通
す
る
。
こ
の
他
、
山
田
は

私
見
と
し
て
、
改
正
案
に
見
ら
れ
た
、　
一
四
歳
以
上
二
〇
歳
未
満
の
犯
罪
者
に
対

し
て
は
事
情
に
よ
っ
て
減
刑
を
行
う
規
定
を
支
持
し
て
い
る
様
に
、
未
成
年
者
に

対
す
る
特
別
処
遇
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。

次
に
、
懲
治
場
規
定
の
削
除
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

前
改
正
案

ハ
旧
刑
法
卜
等
シ
ク
懲
治
制
度
ヲ
採
用
シ
情
状
二
因
り
十
年
以

下
ノ
期
間
懲
治
ノ
処
分
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
シ
タ
ル
モ
本
法
ハ
此

規
定
ヲ
削
除
シ
タ
リ
蓋
シ
不
良
ノ
少
年
ヲ
懲
治
場
二
留
置
ス
ル
ハ
其
目
的
懲

戒
的
教
育
ヲ
施
ス
ニ
ア
リ
テ
之
ヲ
処
罰
セ
ン
カ
為
メ
ニ
ア
ラ
ス
従
テ
幼
年
者

二
対
シ
懲
戒
ヲ
加
フ
ル
ハ
犯
罪
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
ノ
ミ
限
ル
ヘ
キ
モ

ノ
ニ
ア
ラ
ス
現
二
民
法
二
於
テ
モ
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
得
テ
懲
治
場
二
留
置
シ

得
ル
場
合
ヲ
規
定
シ
又
感
化
法
二
於
テ
モ
幼
年
者
ヲ
感
化
院
二
入
ル
ル
コ
ト

ヲ
得
ル
ノ
規
定
ア
ル
ヲ
以
テ
仮
令
刑
法
中
二
懲
治
処
分
ノ
法
制
ヲ
存
置
ス
ル

モ
完
全
ナ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
能

ハ
ス
加
之
刑
事
ノ
裁
判
所
ヲ
シ
テ
懲
治
処
分
ノ

宣
告
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ハ
幼
年
者
ヲ
感
化
ス
ル
ノ
上
二
於
テ
適
当
ナ
ラ
サ
ル
ニ

於
テ
ヲ
ヤ
是
レ
之
ヲ
削
除
シ
テ
他
ノ
法
令
二
譲
リ
タ
ル
所
以
ナ
ゥ

懲
治
制
度
廃
上
に
関
す
る
山
田
の
説
明
は
、
先
に
見
た
南
雲
と
同
様
に
、
議
会

に
お
け
る
倉
富
勇
三
郎
の
発
言
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
り
、
懲
治
場
留
置
は
刑
罰

だ
け
で
は
な
く
、
民
法
に
も
規
定
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
明
治
三
三
年
感
化
法
に

も
懲
治
場
規
定
で
は
な
い
も
の
の
、
感
化
院

へ
の
入
院
規
定
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

他
に
方
法
が
あ
る
こ
と
を
も

っ
て
、
刑
法
か
ら
は
懲
治
場
規
定
を
削
除
し
た
と
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
懲
治
処
分
の
宣
告
を
行
う
こ
と
は
幼

年
者
を
感
化
す
る
上
で
不
適
当
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
未
成
年
犯
罪

者
の
感
化
と
い
う
も
の
に
理
解
を
示
し
て
い
る
点
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
。

②
磯
部
四
郎

『改
正
刑
法
正
解
』
（明
治
四
〇
年
）

本
条
ハ
精
神
ノ
発
達
不
充
分
ナ
ル
ニ
因
ル
モ
ノ
ナ
リ
凡
ソ
吾
人
ノ
心
意
能

カ

ハ
漸
ヲ
逐
フ
テ
発
達
シ
其
年
齢
卜
相
伴
フ
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
発
達
ノ
遅
速

ハ

時
卜
処
ト
ニ
因
リ
テ
相
異
ナ
ル
ヘ
キ
ニ
ヨ
リ
各
国
立
法
例
二
於
テ
モ
年
齢
ト

責
任
ト
ノ
関
係
ヲ
定
ム
ル
ニ
付
種
々
ノ
法
制
ア
リ
本
法

ハ
其
最
モ
我
国
情
ニ

適
ス
ル
モ
ノ
ト
認
メ
シ
所
ニ
ヨ
リ
テ
本
条
ノ
規
定
ヲ
為
シ
タ
リ
乃
チ
本
条
ニ

於
テ
ハ
十
四
歳
二
満
タ
サ
ル
者
ノ
行
為

ハ
総
テ
之
ヲ
罰
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
セ
リ

是
レ
該
年
齢
以
下
ノ
者
ハ
全
ク
犯
罪
の
責
任
ヲ
負
フ
ヘ
キ
弁
別
カ
ヲ
欠
ク
モ

ノ
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
果
シ
テ
弁
別
カ
ア
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
審
案
ス
ル
ヲ
許

サ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
旧
法
二
於
テ
ハ
満
十
二
歳
以
上
十
六
歳
二
満
サ
ル
者
ノ
行

為

ハ
其
是
非
ヲ
弁
別
シ
タ
ル
ト
否
ト
ニ
因
り
或
ハ
其
刑
ヲ
減
軽
シ
或
ハ
之
ヲ

罰
セ
ス
ト
シ
タ
リ
シ
モ
実
際
上
是
非
ヲ
弁
別
シ
タ
ル
ト
否
ト
ノ
区
別
ヲ
為
ス

ハ
頗
ル
困
難
ノ
事

二
属
シ
遂
二
総
テ
ノ
幼
者
ヲ
処
罰
ス
ル
ノ
弊
ヲ
生
ス
ル
ニ
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至
ル
故
二
本
法

ハ
之
ヲ
採
用
セ
ス

磯
部
は
、
未
成
年
者
の
知
能
の
発
達
に
配
慮
し
て
、
刑
事
責
任
能
力
を
規
定
す

る
規
定
が
、
諸
外
国
に
お
い
て
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
旧
刑
法
に
お

け
る

一
二
歳
以
上
の
刑
事
責
任
能
力
の
処
遇
に
不
適
切
な
場
合
が
あ

っ
た
こ
と
か

ら
、
満

一
四
歳
を
も

つ
て

一
律
刑
事
責
任
能
力
を
認
め
る
規
定
を
評
価
し
て
い
る
。

本
来
な
ら
ば
満

一
二
歳
以
上
満

一
六
歳
未
満
の
者
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
個
別

具
体
的
な
事
件
毎
に
そ
の
責
任
能
力
の
有
無
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

が
、
実
際
に
は
そ
れ
は
困
難
で
あ
り
、
結
果
的
に
対
象
者
す
べ
て
を
処
罰
し
て
し

ま
う
弊
害
が
あ

っ
た
こ
と
を
磯
部
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
興
味
深
い
。

（二
）
現
行
刑
法
第
四

一
条
に
対
す
る
否
定
的
意
見

①
藤
沢
茂
十
郎

『改
正
刑
法
新
論
』
（明
治
四
〇
年
）

本
条
二
於
テ
述
ヘ
タ
ル
如
ク
本
法
力
旧
刑
法
ヲ

一
新
シ
テ
十
四
歳
二
満
タ

サ
ル
者
ノ
行
為
ハ
之
ヲ
罰
セ
ス
ト
為
シ
タ
ル
ハ
大
二
可
ナ
ル
モ

一
躍
十
四
歳

以
上
ノ
者

ハ
全
責
任
ヲ
負

ハ
シ
ム
ル
主
義
ヲ
採
リ
タ
ル
ハ
実
際
二
適
セ
サ
ル

立
法
ナ
リ
ト
信
ス
如
何
ト
ナ
レ
ハ
未
夕
十
四
歳
以
上
二
十
歳
以
下
ノ
未
成
年

者

ハ
恰
モ
前
条
心
神
耗
弱
者
卜
等
シ
ク
完
全
ナ
ル
能
力
発
達
セ
サ
ル
時
代
ニ

属
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
ナ
リ

藤
沢
は
四

一
条
解
説
の
末
尾
に
、
余
論
と
し
て
、
未
成
年
者
の
能
力
は
未
だ
十

分
に
発
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
満

一
四
歳
以
上
に
全
責
任
能
力
を

認
め
た
規
定
は
不
適
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

②
上
田
玄
海

『改
正
刑
法
並
監
獄
法
要
義
』
（明
治
四

一
年
）

本
條
は
十
四
歳
未
満
の
幼
者
は
知
能
の
発
達
未
熟
の
為
め
是
非
を
弁
別
し

法
に
お
け
る
該
当
規
定
の
方
が
、
成
人
よ
り
も
精
神
発
達
に
個
人
差
が
あ
る
未
成

年
犯
罪
者
に
と

っ
て
は
妥
当
で
あ
る
、
未
成
年
犯
罪
者
に
関
し
て
裁
判
官
に
広
い

文
塾
を
手
と
ら
二
」
ま
著
当
０
ま
蟄
ハ
ニ
」
を
長
処
ヒ
ケ
る
野
起
●
表
記
も
解
饂

難
き
者
な
り
と
し
て
絶
対
的
其
行
為
は
無
責
任
な
り
と
云

へ
り
故
に
如
何
に

知
能
発
達
し
充
分
是
非
を
弁
別
し
得
る
者
な
り
と
雖
も
年
齢
十
四
歳
未
満
な

る
と
き
は
罪
を
構
成
せ
ざ
る
な
り
其
結
果
と
し
て
如
何
に
知
能
未
発
の
者
な

り
と
雖
も
年
齢
十
四
歳
以
上
な
る
と
き
は
普
通
知
能
者
と
等
し
く
犯
罪
行
為

に
付
き
責
任
あ
る
な
り
如
滋
者
に
付
き
て
は
菅
に
裁
判
官
の
酌
量
減
刑
に
拠

る
の
外
救
済
の
途
な
し
と
す
是
れ
裁
判
官
放
任
主
義
た
る
本
法
の
短
所
な
り

と
云
は
ず
し
て
何
ふ
や
寧
ろ
旧
刑
法
の
如
く
年
齢
を
四
階
級
に
分
ち
て
以
て

不
論
罪
又
は
減
軽
等
裁
判
官
の
認
定
に
任
せ
て
其
適
当
の
刑
に
所
せ
し
む
る

の
優
れ
る
を
信
ず
る
な
り
。

上
田
は
藤
沢
と
同
様
に
、
満

一
四
歳
以
上
の
者
に
対
す
る
刑
事
責
任
能
力
を

一

律
に
認
め
て
し
ま
う
こ
と
は
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
旧
刑
法
の
規
定
の
方
が
妥

当
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
藤
沢
と
は
少
し
異
な
り
、
満

一
四
歳
以
上

の
者
の
犯
罪
行
為
を
、
裁
判
官
に
よ
る
酌
量
減
刑
に
委
ね
る
こ
と
は

「裁
判
官
放

任
主
義
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
様
に
、
現
行
刑
法
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
裁

判
官
の
広
い
裁
量
に
対
す
る
否
定
的
見
解
も
、
当
該
規
定

へ
の
批
判
原
因
と
な
っ

て
い
る
。

以
上
、
現
行
刑
法
制
定
直
後
に
お
け
る
刑
法
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
第
四

一
条
に
対

す
る
肯
定
的
な
ら
び
に
否
定
的
意
見
を
各
二
点
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の

傾
向
を
確
認
し
た
。

満

一
四
歳
の
絶
対
的
刑
事
責
任
能
力
を
認
め
た
第
四

一
条
に
つ
い
て
は
、
そ
の

根
拠
を
生
理
学
の
知
見
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
、
諸
外
国
に
お
い
て
も
同
様

の
規
定
が
既
に
存
在
す
る
、
裁
判
官
に
認
め
ら
れ
た
広
い
裁
量
で
柔
軟
に
対
応
で

き
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
す
る
肯
定
的
意
見
が
数
の
上
で
は
多
い
も
の
の
、
旧
刑

山
て
あ
る
と
思
ふ
。
幼
年
者
に
累
犯
多
き
例
を
挙
け
て
十
四
歳
説
を
主
張
し

た
人
も
あ
つ
た
の
て
あ
り
ま
す
け
れ
と
も
、
其
れ
は
現
行
法
の
如
く
懲
治
場
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法
に
お
け
る
該
当
規
定
の
方
が
、
成
人
よ
り
も
精
神
発
達
に
個
人
差
が
あ
る
未
成

年
犯
罪
者
に
と

つ
て
は
妥
当
で
あ
る
、
未
成
年
犯
罪
者
に
関
し
て
裁
判
官
に
広
い

裁
量
を
与
え
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
こ
と
を
根
拠
と
す
る
否
定
的
意
見
も
存
在

し
て
い
た
。
他
方
、
懲
治
場
規
定
削
除
に
つ
い
て
は
、
否
定
的
意
見
を
見
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
二
〇
年
代
に
始
ま

っ
た
監
獄
改
良
運
動
、

感
化
法
制
定
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
幼
年
囚
に
対
す
る
処
遇
問
題
を
め
ぐ
る
世
論
の

関
心
を
背
景
と
し
て
、
未
成
年
犯
罪
者
処
遇
は

一
般
の
犯
罪
者
処
遇
と
別
に
行
う

べ
き
で
あ
る
な
ど
と
い
っ
た

一
定
の
理
念
が
既
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
、
現
行
刑
法
や
改
正
感
化
法
審
議
に
参
加
し
、
積
極
的
に
意
見
を
述

べ
て
い
た
花
井
卓
蔵
、
現
行
刑
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
教
育
刑
思
想
な
ど
を
主
張

し
て
い
た
牧
野
英

一
、
そ
し
て
大
正
少
年
法
制
定
に
関
与
し
て
い
た
泉
二
新
熊
は
、

当
該
規
定
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
四

一
条
、
懲
治
場
規
定
削
除
、
そ
し
て
未
成
年
犯
罪
者
に
関
す

る
コ
メ
ン
ト
の
検
討
を
行
う
。

（三
）
花
井
卓
蔵

』
新
刑
法
評
論
』
（明
治
四

一
年
）

本
條
は
幼
年
者
の
責
任
年
齢
を
定
め
た
る
も
の
に
し
て
、
現
行
法
第
七
十

九
條
の
十
二
歳
を
改
め
て
十
四
歳
と
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
十
六
歳
に
し
た

か
つ
た
の
で
す
。
幼
者
の
智
能
は
十
三
や
十
四
て
発
育
し
て
仕
舞
ふ
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
是
は
生
理
学
上
の
定
説
て
あ
り
ま
す
。
十
六
歳
ま
て
は
感

化
院
の
支
配
に
属
せ
し
め
、
完
全
に
懲
戒
教
育
の
途
を
立
つ
れ
ば
其
れ
て
沢

山
て
あ
る
と
思
ふ
。
幼
年
者
に
累
犯
多
き
例
を
挙
け
て
十
四
歳
説
を
主
張
し

た
人
も
あ
つ
た
の
て
あ
り
ま
す
け
れ
と
も
、
其
れ
は
現
行
法
の
如
く
懲
治
場

留
置
の
名
の
下
に
小
児
を
監
獄
に
入
れ
て
罪
悪
を
教

へ
る
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
法
律
取
調
委
員
会
に
於
て
は

一
旦
十
五
歳
説
に
決
定
し
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
か
、
総
会
て
潰
さ
れ
て
遂
に
本
條
の
如
く
十
四
歳
説
と
な
つ
た
の
て

あ
り
ま
す
Ю

又
そ
の
草
案
に
も

「十
四
歳
以
上
二
十
歳
二
満
タ
サ
ル
者
ノ
行
為
ハ
其
刑

ヲ
減
軽
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
云
へ
る
案
も
、
主
査
会
は
可
決
し
ま
し
た
か
、

総
会
に
於
て
廃
棄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
是
は
所
謂
不
定
期
刑
説
て
、　
一
派
の
刑

法
学
者
が
歓
迎
す
る
所
の
も
の
て
あ
が
。

花
井
は
、
満

一
四
歳
責
任
能
力
説
に
つ
い
て
は
、
生
理
学
に
関
す
る
彼
の
知
識

に
基
づ
き
、
満

一
六
歳
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
見
解
か
ら
、
年
齢
に
つ
い
て
反
対

を
表
明
し
て
お
り
、
満

一
六
歳
ま
で
は
感
化
院
で
処
遇
を
行
う
こ
と
べ
き
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
年
齢
設
定
に
関
し
て
、
未
成
年
犯
罪
者
に
再
犯
者
が
多

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
旧
刑
法
に
お
け
る
懲
治
場
留
置
に
問

題
が
あ

っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
花
井
は
、
絶
対
的
責
任
能
力
年
齢

を
規
定
す
る
こ
と
自
体
に
は
反
対
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
現
行
刑
法
で
は
年
齢

が
低
す
ぎ
る
と
い
う
点
で
刑
法
制
定
後
も
同
規
定
を
適
切
で
あ
る
と
は
考
え
て
い

な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
懲
治
場
留
置
は
対
象
者
を
刑
務
所
に
入
れ
た
結
果
と
し

て
、
罪
悪
を
教
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
処
遇
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

・
『刑
法
俗
論
』
（大
正
元
年
）

花
井
の
未
成
年
犯
罪
者
を
含
む
犯
罪
者
に
対
す
る
考
え
方
は
、
「本
来
よ
り
云
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へ
ば
、
犯
罪
は
総
べ
て
社
会
の
共
同
責
任
で
あ
る
。
大
に
ま
れ
、
小
に
ま
れ
、
犯

人
は
皆
憐
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
就
中
憐
む
べ
き
は
少
年
犯
で
あ
る
。
」

と
い
う
コ
メ
ン
ト
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
花
井
は
、
当
時
強
い
影
響
力
を
有

し
て
い
た
新
派
刑
法
学
を
唱
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
花
井
の
犯
罪
観
お
よ

び
犯
罪
処
遇
思
想
は
彼
独
自
の
観
念
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
単
純
化
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
未
成
年
犯
罪
者
に
つ
い
て
は
そ
の
可
塑
性
な
ら

び
に
非
行
お
よ
び
犯
罪
に
対
す
る
周
囲
の
影
響
を
重
視
し
、
彼
ら
の
行
為
に
対
す

る
国
家
の
責
任
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
①
第
四

一
条
に
つ
い
て
、

②
未
成
年
犯
罪
者
の
処
遇
に
つ
い
て
、
③
改
正
感
化
法
以
外
の
立
法
の
要
請
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
行
う
。

①
第
四

一
条
に
つ
い
て

少
年
は
未
だ
開
か
ざ
る
の
花
で
あ
る
。
未
だ
熟
せ
ざ
る
の
果
実
で
あ
る
。

体
備
ら
ず
識
足
ら
ず
。
法
律
的
に
も
生
理
的
に
も
責
任
を
負
は
す
べ
く
、
あ

ま
り
に
不
完
全
で
あ
る
。
刑
法
は
十
四
歳
未
満
の
者
を
以
て
無
能
力
と
な
せ

り
と
雖
も
、
十
四
歳
以
上
の
者
、
必
ず
し
も
心
身
完
全
せ
る
に
あ
ら
ず
。
（中

略
）
境
遇
又
は
疾
病
の
為
め
に
後
天
的
障
碍
に
虐
げ
ら
れ
て
、
忌
は
し
き
邪

悪
の
淵
に
沈
む
。
真
に
憐
れ
む
べ
き
は
彼
等
の
運
命
で
あ
る
。
彼
等
は
決
し

て
憎
む
べ
き
も
の
に
非
ず
、
責
む
べ
き
も
の
に
非
ず
、
不
運
薄
倖
の
可
憐
児

で
あ
る
。
国
家
社
会
こ
そ
却
つ
て
彼
等
の
前
に
漸
謝
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
責
任

格
を
完
成
せ
ざ
る
以
前
の
行
為
に
就
き
、
彼
等
何
の
責
任
か
之
あ
ら
ん
。
国

家
と
社
会
と
は
相
連
帯
し
て
責
任
を
負
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

我
刑
法
は
、
第
四
十

一
條
に
於
て
、
『十
四
歳
二
満
タ
ザ
ル
者
ノ
行
為
ハ
之

ヲ
罰
セ
ズ
』
と
規
定
せ
り
と
雖
も
少
年
犯
に
関
す
る
特
別
規
定
は
設
け
て
居

③
改
正
感
化
法
と
は
異
な
る
新
た
な
立
法
の
要
請

国
家
並
に
法
律
は
、
彼
等
に
対
し
て
救
済
の
道
を
講
じ
、
犯
罪
防
圧
の
法

任
さ
せ
て
措
く
訳
に
は
往

ら
ぬ
。
刑
法
の
実
施
と
共
に
、
懲
治
場
留
置
の
規
定
は
廃
止
せ
ら
れ
、
未
開

の
花
は
徒
ら
に
馬
蹄
の
蹂
躙
に
委
せ
ら
る
。

然
れ
ど
も
、
人
道
正
義
の
上
よ
り
観
て
、
軽
軽
に
観
遇
す
べ
か
ら
ざ
る
も

の
は
、
憐
む
べ
き
彼
等
の
身
上
で
あ
る
。
我
々
は
彼
等
が
犯
罪
に
赴
く
経
路

に
於
て
、
精
密
な
る
注
意
を
払
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
彼
等
を
救
護
し
、

教
養
し
、
感
化
す
る
の
方
法
を
講
じ
、
将
来
を
戒
護
す
る
の
道
を
考
究
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。

未
成
年
犯
罪
者
に
対
し
て
は
国
家
お
よ
び
社
会
が
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
花
井
が
、
第
四

一
条
の
存
在
を
前
提
と
し
て
憂
慮
し
て
い
た
こ

と
は
、
触
法
少
年
お
よ
び
未
成
年
犯
罪
者
の
処
遇
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
花
井
は
、

彼
ら
に
対
す
る
処
遇
方
法
を
研
究
す
る
必
要
を
訴
え
て
い
る
。

②
未
成
年
犯
罪
者
処
遇
に
つ
い
て

我
々
は
少
年
犯
罪
の
救
済
は
、
兼
て
成
年
犯
罪
の
予
防
で
あ
る
と
云
ふ
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
累
犯
の
多
数
は
、少
年
犯
よ
り
出
づ
る
の
で
あ
る
。

病
の
未
だ
膏
育
に
入
ら
ざ
る
に
先
ち
て
、
救
治
の
道
を
講
ず
る
は
、
経
世
済

民
の
要
義
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
国
家
社
会
が
、
天
下

に
向
つ
て
、
少
年
犯
に
対
す
る
罪
悪
を
漸
謝
す
る
所
以
の
道
徳
的
義
務
は
、

誠
に
大
な
る
も
の
で
あ
る
。

①
と
重
複
す
る
が
、
花
井
は
未
成
年
犯
罪
者
の
更
生
を
重
要
視
し
て
い
る
が
、

そ
の
理
由
は
ヽ
累
犯
者
は
少
年
犯
罪
者
か
ら
生
じ
る
と
い
う
考
え
を
有
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
未
だ
犯
罪
の
程
度
が
重
く
は
な
い
未
成
年
犯
罪
者
に
適
切

な
処
遇
を
行
う
こ
と
は
、
一
般
犯
罪
者
の
予
防
と
な
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、

花
井
は
、
「国
家
社
会
」
の
未
成
年
犯
罪
者
に
対
す
る
責
任
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
で
は
な
く
、
ま
た
、
未
成
年
犯
罪
者
の
処
遇
に
適
切
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
た

め
、
新
た
に

「児
童
裁
判
所
」
の
設
立
を
伴
う
特
別
法
の
制
定
を
要
請
し
て
お
り
、

そ
れ
か
ら
数
年
が
経
過
し
た
、
本
テ
キ
ス
ト
段
階

（大
正
元
年
）
に
お
い
て
も
同

10
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③
改
正
感
化
法
と
は
異
な
る
新
た
な
立
法
の
要
請

国
家
並
に
法
律
は
、
彼
等
に
対
し
て
救
済
の
道
を
講
じ
、
犯
罪
防
圧
の
法

を
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
不
完
全
な
る
感
化
法
に
打
任
さ
せ
て
措
く
訳
に
は
往

か
ぬ
。
刑
法
の
改
正
と
共
に
、
懲
治
留
置
の
規
定
は
廃
せ
ら
れ
、
十
四
歳
に

満
た
ざ
る
幼
者
の
犯
罪
は
、
如
何
な
る
行
為
と
雖
も
、
刑
法
上
罰
す
る
こ
と

を
得
ざ
る
が
故
に
、
善
後
の
法
律
は
、
速
に
制
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
児
童
裁

判
所
の
設
立
、
強
制
保
護
教
育
の
設
備
、
感
化
救
済
事
業
の
施
設
は
愈
以
て

刑
事
政
策
上
の
実
際
問
題
と
な
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
感
化
法
は
之

が
為
め
に
、
改
正
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
れ
ど
も
、
固
よ
り
完
全
の
も
の
と
は

云
へ
ぬ
。

又
刑
法
を
も
改
正
し
て
、
責
任
年
齢
に
達
し
た
る
者
と
雖
も
、
之
を
救
済

す
る
の
方
法
を
講
じ
て
貰
ひ
た
い
。
即
ち
十
四
歳
以
上
二
十
歳
未
満
の
犯
罪

少
年
を
救
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
刑
を
科
す
る
も
獄
に
繋
が
ず
。
初
犯
者
に
限

り
必
ず
執
行
猶
予
の
恩
典
に
浴
せ
し
め
感
化
教
育
の
途
に
就
か
し
め
た
い
の

で
あ
る
。
境
遇
の
圧
迫
が
未
熟
の
心
意
を
師
り
て
罪
を
犯
さ
し
め
な
が
ら
、
　

　

　

（四
）
牧
野
英

一

直
に
之
を
刑
余
の
人
と
な
す
は
、
帰
善
心
を
振
興
せ
し
む
る
所
以
の
道
で
無
　
　
①
刑
罰
と
責
任

一
四
歳
未
満
の
者
を
刑
事
責
任
無
能
力
と
規
定
す
る
と
と
も
に
、
懲
治
場
留
置

規
定
を
削
除
し
た
現
行
刑
法
に
対
し
て
、
花
井
は
、　
一
四
歳
未
満
の
触
法
少
年
に

対
す
る
処
遇
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
満

一
四
歳
以
上
の
未
成
年
犯
罪
者
に
対
す

る
特
別
の
処
遇
を
規
定
し
、
初
犯
者
に
限

つ
て
は
執
行
猶
予
を
与
え
、
感
化
教
育

と
し
て
の
処
遇
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
既
に
花
井
は
、
改
正
感

化
法
草
案
審
議
の
段
階
か
ら
、
感
化
法
の
改
正
は
現
行
刑
法
に
十
分
対
応
し
た
も

の
で
は
な
く
、
ま
た
、
未
成
年
犯
罪
者
の
処
遇
に
適
切
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
た

め
、
新
た
に

「児
童
裁
判
所
」
の
設
立
を
伴
う
特
別
法
の
制
定
を
要
請
し
て
お
り
、

そ
れ
か
ら
数
年
が
経
過
し
た
、
本
テ
キ
ス
ト
段
階

（大
正
元
年
）
に
お
い
て
も
同

様
の
主
張
を
行

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
テ
キ
ス
ト
発
行
当
時
、
未
成
年

犯
罪
者
の
処
遇
に
関
し
て
は
刑
事
訴
訟
法
改
正
に
よ
る
対
応
が
試
み
ら
れ
て
い
た

が
、
そ
の
後
、　
一
九

一
一
年
に
刑
事
訴
訟
法
主
査
委
員
会
か
ら
分
離
し
て
、
未
成

年
犯
罪
者
に
関
す
る
法
律
を
検
討
す
る
委
員
会
、
つ
ま
り

「少
年
犯
罪
二
関
ス
ル

法
律
案
特
別
委
員
会
」
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
委
員
会
の
委

員
の

一
人
と
し
て
、
少
年
犯
罪
者
処
遇
に
関
す
る
意
見
を
積
極
的
に
述
べ
て
い
た

の
が
花
井
で
あ

っ
た
。

そ
れ
で
は
、
現
行
刑
法
制
定
当
時
、
刑
法
理
論
の
分
野
に
お
い
て
積
極
的
な
発

言
を
行

っ
て
い
た
牧
野
は
、
未
成
年
犯
罪
者
処
遇
な
ど
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
意

見
を
有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

私
共
は
刑
罰
は
責
任
解
除
の
方
法
で
な
く
し
て
悪
性
矯
正
の
薬
剤
で
あ

る
。
薬
剤
は
之
を
投
じ
て
其
の
効
果
あ
る
可
き
者
に
投
ず
可
き
で
あ
る
と
信

ず
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
責
任
能
力
と
い
ふ
こ
と
は
刑
罰
を
科
す
る
こ
と

に
因
て
刑
罰
の
効
果
を
達
し
得
る
犯
人
の
性
格
と
謂
ひ
た
い
と
思
ふ
の
で
あ

り
ま
す
。
不
良
少
年
に
対
し
て
刑
罰
の
無
益
有
害
で
あ
る
こ
と
は
今
は
何
人

も
認
め
ま
す
。
そ
れ
で
刑
罰
を
科
せ
ず
し
て
感
化
と
い
う
方
法
に
拠
る
の
で

あ
り
ま
す
。
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刑
罰
は
行
為
者
の
悪
し
き
性
格
を
矯
正
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
牧

野
は
、
刑
罰
を
科
す
前
提
と
し
て
責
任
能
力
が
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
た

が
っ
て
い
牧
野
は
、
不
良
少
年

（該
当
箇
所
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
満

一
四
歳
未

満
の
触
法
少
年
の
こ
と
）
に
対
し
て
は
刑
罰
は

「無
益
有
害
」
で
あ
り
、
刑
罰
よ

り
も
む
し
ろ
感
化
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

②
不
良
少
年

（触
法
少
年
）
の
処
遇

不
良
少
年
及
び
犯
罪
狂
は
刑
法
上
の
意
味
に
於
て
の
犯
罪
人
で
あ
り
ま
せ

し
て
も

一
定
の
方
策
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
前
者
に
対
し
て
は

感
化
、後
者
に
対
し
て
は
療
養
と
い
ふ
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（中
略
）
而
し
て
若
し
刑
法
の
目
的
を
廣
く
解
し
、
社
会
の
秩
序
に
対
す
る

侵
害
に
向
て
社
会
を
防
衛
す
る
も
の
で
あ
る
と
謂
ふ
な
ら
ば
、
感
化
法
も
精

神
病
者
監
護
法
も
刑
法
の

一
部
と
な
つ
て
仕
舞
ふ
の
で
私
は
此
の
廣
い
意
義

か
ら
し
て
不
良
少
年
及
び
犯
罪
狂
を
特
殊
犯
人
と
称
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ

り
ま
す
。

刑
事
責
任
能
力
の
な
い
触
法
少
年
は
犯
罪
者
と
は
な
り
得
な
い
が
、
社
会
秩
序

に
反
す
る
者
で
あ
る
以
上
は
感
化
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

刑
法
の
目
的
を
社
会
秩
序
に
対
す
る
侵
害
行
為
か
ら
の
社
会
防
衛
に
あ
る
と
す
る

立
場
か
ら
、
牧
野
は
、
触
法
少
年
を
触
法
精
神
障
害
者
と
と
も
に

「特
殊
犯
人
」

と
分
類
し
て
い
る
。

社
会
及
ひ
個
人
の
利
益
の
為
に
法
を
柾
げ
て
適
用
し
て
居
る
と
考

へ
て
居
る

ら
し
い
。

私
は
裁
判
所
の
此
の
遣
り
方
を
非
常
に
賛
成
し
て
居
る
。
而
し
て
又
之
を

ぬ
。
併
し
な
が
ら
是
等
の
者
が
社
会
の
秩
序
に
対
し
て
攻
撃
を
典
ふ
る
者
た
　
　
に
と
ら
え
て
い
る
。

る
こ
と
は
疑
な
い
の
で
、
吾
人
は
決
し
て
之
を
空
吹
く
風
流
る
る
水
と
同
視

す
る
訳
に
行
き
ま
せ
ぬ
。
否
、　
一
般
の
不
可
抗
力
に
付
て
も
吾
人
は
之
を
避

く
る
の
方
法
を
講
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
が
如
く
、
不
良
少
年
及
び
犯
罪
狂
に
対

ま
た
、
感
化
に
つ
い
て
は
、
「感
化
の
事
は
既
に
明
治
三
十
三
年
に
感
化
法
を
以

て
規
定
さ
れ
て
居
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
今
日
ま
で
余
り
人
の
注
意
を
引
く
こ
と
が

出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
併
し
、
今
や
、
感
化
法
の
一
部
が
改
正
に
な
り
各
府
県
共

に
其
の
設
備
を
完
全
な
ら
し
め
ん
と
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
私
は
甚
だ

愉
快
な
機
運
に
向
つ
た
と
考
へ
て
居
り
ま
す
。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
感
化
法

改
正
は
不
十
分
で
あ
り
、
新
た
な
立
法
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
花
井
と
は
異

な
っ
て
牧
野
は
、
感
化
法
お
よ
び
感
化
法
改
正
後
の
実
施
状
況
を
か
な
り
肯
定
的

③
四

一
条
に
つ
い
て

現
行
法

（筆
者
註

「旧
刑
法
」。
以
下
も
同
様
。）
は
責
任
年
齢
を
十
二
歳

と
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
之
に
対
し
て
新
刑
法
は
之
を
十
四
歳
と
し
て
居

る
の
で
あ
る
か
ら
、
新
刑
法
は
現
行
法
に
対
し
て
一
の
進
歩
を
為
し
た
も
の

で
あ
る
と
謂
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
併
し
な
が
ら
裁
判
所
の
実
際
に
於
て
は
責

任
年
齢
は
現
行
法
の
下
に
於
て
十
六
歳
で
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
右
に
申
し

た
通
り
現
行
法
第
八
十
條
に
は
十
二
歳
以
上
十
六
歳
未
満
の
者
と
雖
も
弁
別

の
な
い
時
に
は
矢
張
り
十
二
歳
未
満
の
者
と
同

一
に
扱
ふ
と
い
ふ
こ
と
に
な

つ
て
居
る
の
で
、
裁
判
所
は
幼
年
者
に
対
し
て
短
期
自
由
刑
を
言
渡
す
よ
り

も
懲
治
処
分
即
ち
現
行
法
の
下
に
於
け
る
強
制
的
教
育
を
施
す
方
が
有
効
で

あ
る
と
考
へ
た
か
ら
、
常
に
右
第
八
十
條
を
盾
と
し
て
、
十
六
歳
未
満
の
幼

年
者
を
弁
別
な
き
者
と
認
め
之
を
不
論
罪
と
し
て
懲
治
処
分
を
宣
言
し
て
居

る
。
事
実
を
謂
ふ
な
ら
ば
、
十
六
歳
未
満
の
者
で
も
所
謂
是
非
善
悪
の
区
別

を
し
得
る
者
が
多
い
の
で
あ
る
。
併
し
裁
判
所
は
そ
れ
を
弁
別
な
し
と
認
め

て
不
論
罪
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
点
に
付
て
裁
判
所
自
身
は

た
と
解
し
、
遺
憾
の
意
を
表
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
旧
刑
法
に
お
い
て
裁
判
所

は
、
第
八
〇
条
を
根
拠
と
し
て
、
満

一
六
歳
未
満
の
者
に
対
し
て
は
、
常
に

「弁

別
な
き
者
」
で
あ
る
と
し
て
、
不
論
罪
と
し
て
懲
治
処
分
を
宣
言
し
て
い
た
こ
と

12



社
会
及
ひ
個
人
の
利
益
の
為
に
法
を
柾
げ
て
適
用
し
て
居
る
と
考

へ
て
居
る

ら
し
い
。

私
は
裁
判
所
の
此
の
遣
り
方
を
非
常
に
賛
成
し
て
居
る
。
而
し
て
又
之
を

以
て
法
の
適
用
と
し
て
正
当
で
あ
る
と
い
ふ
見
解
を
持
て
居
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
法
律
の
所
謂
弁
別
即
ち
責
任
能
力
と
い
ふ
こ
と
は
刑
罰
適
応
性
で
あ

る
と
考

へ
て
居
る
か
ら
、
仮
令
被
告
に
は
是
非
を
弁
別
す
る
能
力
が
有
つ
て

で
な
い
筈
で
、
即
ち
之
を
不
論
罪
と
す
る
こ
と
は
正
当
の
解
釈
で
あ
る
と
い

ふ
の
で
あ
る
。

然
る
に
新
刑
法
は
之
を
十
四
歳
以
下
に
下
げ
た
。
之
は
甚
だ
不
都
合
な
修

正
で
あ
つ
て
、
私
は
甚
だ
遺
憾
千
萬
な
規
定
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
私
の
考
で

は

一
定
の
年
齢
例
へ
ば
十
八
歳
を
標
準
と
し
、
其
以
下
に
於
て
責
任
能
力
の

た
ら
う
と
思
ふ
。
仏
国
で
は
従
来
は
十
六
歳
で
あ
つ
た
が

一
九
〇
六
年
以
来

一
八
歳
と
し
た
。
而
し
て
其
の
制
限
の
下
に
更
に
裁
判
所
を
し
て
判
定
せ
し

む
る
の
で
あ
る
。

旧
刑
法
と
現
行
刑
法
に
お
け
る
未
成
年
犯
罪
者
規
定

（責
任
能
力
規
定
）
に
つ

い
て
、
牧
野
は
旧
刑
法
施
行
時
の
裁
判
所
の
対
応
を
評
価
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

旧
刑
法
第
七
九
条
に
お
い
て
、
責
任
能
力
は

一
二
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
現
行
刑
法
第
四

一
条
は
、
責
任
能
力
を
満

一
四
歳
以

上
と
規
定
し
て
い
る
。
両
者
の
年
齢
に
注
目
し
た
場
合
、
現
行
刑
法
の
方
が
年
齢

を
高
め
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
牧
野
は
条
文
の
規
定
で
は
な
く
、
条
文
の
適

用
状
況
を
考
慮
し
、
む
し
ろ
現
行
刑
法
に
お
い
て
責
任
能
力
の
年
齢
が
下
げ
ら
れ

た
と
解
し
、
遺
憾
の
意
を
表
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
旧
刑
法
に
お
い
て
裁
判
所

は
、
第
八
〇
条
を
根
拠
と
し
て
、
満

一
六
歳
未
満
の
者
に
対
し
て
は
、
常
に

「弁

別
な
き
者
」
で
あ
る
と
し
て
、
不
論
罪
と
し
て
懲
治
処
分
を
宣
言
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
当
時
の
責
任
能
力
は
適
用
の
場
に
お
い
て
は
満

一
六
歳
で
あ
り
、
「私
は
裁

判
所
の
此
の
遣
り
方
を
非
常
に
賛
成
し
て
居
る
」
と
、
そ
の
よ
う
な
実
務
の
状
況

に
肯
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
旧
刑
法
に
お
け
る
満

一
二
歳
以
上

満

一
六
歳
未
満
の
者
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
い
ず
れ
が

実
態
を
把
握
し
た
も
の
で
あ

っ
た
か
を
検
討
す
る
予
定
は
無
い
も
の
の
、
先
に
取

り
上
げ
た
磯
部
は
、
該
当
者
は
責
任
能
力
を
有
し
て
い
た
と
判
断
さ
れ
、
刑
事
罰

を
受
け
て
い
た
と
理
解
し
て
お
り
、
牧
野
と
は
全
く
異
な
る
意
見
を
有
し
て
い
る

こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
牧
野
は
責
任
能
力
を
現
行
刑
法
が
規
定
し
た
満

一
四
歳
で
は

な
く
、
彼
の
言
う
と
こ
ろ
の
満

一
六
歳
と
す
べ
き
と
考
え
る
の
か
と
い
う
と
、
そ

の
理
由
は
、
牧
野
が
責
任
能
力
を
刑
罰
適
応
性
だ
と
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

し
た
が
っ
て
牧
野
は
、
た
と
え
是
非
弁
別
能
力
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
刑
罰
を
科

す
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
場
合
は
、三貝
任
能
力
は
無
い
と
判
断
す
る
べ
き
で
あ
り
、

現
行
刑
法
が
採
用
し
た
満

一
四
歳
で
は
な
く
、
満

一
八
歳
を
基
準
と
し
て
、
満

一

八
歳
未
満
の
場
合
は
、
裁
判
所
に
責
任
能
力

（牧
野
に
よ
れ
ば
刑
罰
適
応
性
）
が

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
花

井
と
は
異
な
り
、
現
行
刑
法
制
定
当
時
の
牧
野
の
言
説
か
ら
判
断
す
る
限
り
に
お

い
て
は
、
牧
野
は
旧
刑
法
に
お
け
る
裁
判
所
の
適
用
例
お
よ
び
感
化
法
を
好
ま
し

い
も
の
と
し
て
い
る
も
の
の
、
未
成
年
犯
罪
者
を
対
象
と
す
る
新
た
な
立
法
や
裁

判
所
を
想
定
し
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。

醸 明治末期から大正期における未成年犯罪者に対する言説に関する一考察
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そ
れ
で
は
、
実
際
に
大
正
少
年
法
の
制
定
に
大
き
く
関
与
し
た
泉
二
は
ど
の
よ

う
な
言
説
を
行

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（五
）
泉
二
新
熊

『改
訂
　
刑
法
大
要
　
全
』

（明
治
四
四
年
初
版
、
大
正

一
四
年
訂
正
三
三
版
）

①
新
旧
刑
法
の
相
違
点

抑
々
旧
刑
法
ノ
主
要
ナ
ル
欠
点
ハ
刑
法
ノ
範
囲
狭
少
ニ
シ
テ
犯
罪
ノ
情
状

及
ヒ
犯
人
ノ
人
格
二
由
リ
テ
適
宜
二
刑
ヲ
加
減
伸
縮
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
ノ
点
ニ

ア
リ
之
力
結
果
ト
シ
テ
情
状
軽
キ
ニ
拘
ラ
ス
過
重
ノ
刑
ヲ
科
シ
情
状
重
キ
ニ

拘
ラ
ス
過
軽
ノ
処
分
ヲ
為
ス
ノ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
至
り
法
律

ハ
犯
罪
予
防
ノ

目
的
ヲ
完
ウ
ス
ル
コ
ト
能

ハ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
却
テ
犯
罪
ヲ
増
加
セ
シ
ム
ル

ノ

一
原
因
タ
ル
ヲ
免
レ
サ
リ
シ
ハ
一
般
ノ
公
認
ス
ル
所
ナ
リ
新
刑
法
ハ
姦
ニ

鑑
ミ
ル
所
ア
リ
刑
ノ
選
択
裁
量
ノ
範
囲
ヲ
拡
張
ス
ル
ニ
カ
メ
其
他
最
近
刑
事

政
策
ノ
要
求
二
応
ス
ル
コ
ト
ヲ
趣
旨
ト
シ
テ
根
本
的
ノ
改
正
ヲ
為
シ
タ
ル
点

少
カ
ラ
ス
然
レ
ト
モ
本
論
中
自
ラ
其
要
旨
ヲ
説
明
ス
可
キ
カ
故
二
左

二
改
正

ノ
著
シ
キ
項
ロ
ノ
ミ
ヲ
示
ス
ニ
止
メ
ン

一
、
罪
ノ
三
分
類
法

（重
罪
、
軽
罪
、
違
警
罪
）
ヲ
廃
シ
タ
ル
コ
ト

ニ
、
刑
名
ヲ
減
少
シ
テ
刑
ノ
加
重
減
軽
ノ
範
囲
ヲ
拡
張
シ
タ
ル
コ
ト

三
、
各
本
条
二
選
択
刑
ヲ
科
定
シ
タ
ル
コ
ト

四
、
刑
ノ
執
行
猶
予
ノ
規
定
ヲ
法
典
中

二
加

ヘ
タ
ル
コ
ト

責
任
年
齢
ヲ
変
更
シ
タ
ル
コ
ト

併
合
罪
、
累
犯
及
ヒ
未
遂
罪
ノ
処
分
ヲ
変
更
シ
タ
ル
コ
ト

没
収
以
外
ノ
附
加
刑
ヲ
廃
シ
タ
ル
コ
ト

点
を
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

「新
刑
法
ハ
寧
口
最
近
学
説
ノ
趨
勢

二
矛
盾
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

年
犯
罪
者
の
処
遇
に
関
し
て
は
現
行
刑
法

八
、
刑
法
ノ
場
所

二
関
ス
ル
効
カ
ヲ
明
規
シ
タ
ル
コ
ル

泉
二
は
、
旧
刑
法
は
各
条
文
の
範
囲
が
狭
く
、
個
々
人
の
犯
罪
に
合
致
し
た
刑

を
科
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
量
刑
上
の
不
都
合
を
生
じ
る
と
と
も
に
、

犯
罪
の
増
加
を
招
い
た
と
判
断
し
て
お
り
、
そ
の
点
、
現
行
刑
法
は
、
量
刑
に
対

す
る
裁
判
官
の
裁
量
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
問
題
の
克
服
を
図
る
と

と
も
に
、
当
時
の
刑
事
政
策
上
の
要
請
を
反
映
さ
せ
た
と
し
て
、
現
行
刑
法
を
肯

定
的
に
評
価
し
て
い
る
。

②
第
四

一
条
に
つ
い
て

人
類
ハ
一
定
ノ
年
齢
二
達
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
精
神
成
熟
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル

ニ
因
ル
然
レ
ト
モ
此
責
任
年
齢
ノ
限
界
二
付
テ
ハ
諸
国
ノ
立
法
例
甚
夕
区
区

タ
リ
旧
刑
法
ハ
之
テ
三
段
二
分
チ
十
二
歳
未
満
ノ
幼
者
ハ
之
ヲ
絶
対
二
処
罰

セ
サ
ル
モ
ノ
ト
シ
十
二
歳
以
上
十
六
歳
未
満
ノ
者

ハ
重
罪
軽
罪
二
付
テ
ハ
是

非
ノ
弁
別
ノ
有
無
二
因
テ
罰
ス
可
キ
ヤ
否
ヤ
ヲ
別
チ
十
六
歳
以
上
二
十
歳
未

満
ノ
者

ハ
宥
恕
減
軽
ヲ
典
フ
ル
モ
常
二
責
任
能
カ
ア
リ
ト
為
シ
タ
ル
カ
新
刑

法
ハ
十
四
歳
未
満
ノ
者
ヲ
絶
対
二
責
任
無
能
カ
ト
シ
十
四
歳
以
上
ノ
者
ハ
成

年
者
卜
等
シ
ク
完
全
二
責
任
能
カ
ヲ
有
ス
ル
者
卜
無
シ
何
等
ノ
特
別
処
分
ヲ

認
メ
ス
従
テ
未
成
年
者
二
対
シ
死
刑
又
ハ
無
期
刑
ヲ
モ
宣
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

セ
シ
ム
ル
ニ
至
レ
リ
此
点
二
於
テ
新
刑
法

ハ
寧
口
最
近
学
説
ノ
趨
勢
二
矛
盾

ス
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
然
レ
ト
モ
少
年
法
二
於
テ
ハ
十
六
歳
未
満

ノ
者
二
対
シ
死
刑
及
ヒ
無
期
刑
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
シ
且
十

八
歳
未
満
ノ
者
二
対
シ
れ
育
的
保
護
処
分
ヲ
認
メ
タ
ル

泉
二
は
、
責
任
能
力
者
を
満

一
四
歳
以
上
と
規
定
し
た
第
四

一
条
に
よ
っ
て
、

条
文
上
は
、
満

一
四
歳
以
上
の
未
成
年
犯
罪
者
に
対
す
る
処
遇
が
厳
し
く
な

っ
た

年
犯
罪
者
の
処
遇
に
関
す
る
彼
等
の
見
解
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
を
よ
り
広
汎
か
つ
詳
細
に
見
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と

げ
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
判
明
し
た
、
現
行
刑
法
制
定
当
時
に
お
け

七 六 五
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点
を
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

「新
刑
法
ハ
寧
口
最
近
学
説
ノ
趨
勢

二
矛
盾
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
泉
二
も
ま
た
牧
野
同
様
に
、
未
成
年
犯
罪
者
の
処
遇
に
関
し
て
は
現
行
刑
法

に
よ
っ
て
厳
罰
化
と
な

っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
大
正
少
年
法

の
制
定
に
よ
っ
て
、
「十
六
歳
未
満
ノ
者

二
対
シ
死
刑
及
ヒ
無
期
刑
ヲ
科
ス
ル
コ

ト
ヲ
許
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
シ
二
十
八
歳
未
満
ノ
者
二
対
シ
教
育
的
保
護
処
分
ヲ
認
メ

タ
リ
」
と
記
述
し
た
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
泉
二
は
、
自
ら
大
正
少
年
法
制
定

過
程
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
花
井
同
様
に
、
感
化

法
の
改
正
よ
り
直
接
的
に
未
成
年
犯
罪
者
等
を
対
象
と
す
る
立
法
を
要
望
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

四
．
お
わ
り
に
　
―

現
行
刑
法
制
定

か
ら
大
正
少
年
法
制
定

へ
―

本
稿
に
お
い
て
は
、
旧
刑
法
お
よ
び
現
行
刑
法
に
お
け
る
未
成
年
犯
罪
者
に
関

す
る
規
定
を
確
認
し
た
後
、
現
行
刑
法
制
定
直
後
に
世
に
出
さ
れ
た
刑
法
テ
キ
ス

ト
の
中
か
ら
、
旧
刑
法
に
対
す
る
現
行
刑
法
の
意
義
、
刑
事
責
任
能
力
、
旧
刑
法

に
規
定
さ
れ
て
い
た
懲
治
場
の
廃
止
理
由
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
見
解
が
付
さ
れ

て
い
る
刑
法
テ
キ
ス
ト
、
そ
し
て
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
お
い
て
刑
法
お
よ
び

未
成
年
犯
罪
者
に
関
す
る
発
言
に
影
響
力
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
花
井

卓
蔵
、
牧
野
英

一
、
泉
二
新
熊
の
刑
法
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
未
成
年
犯
罪
者
に
関
す

る
言
説
を
取
り
上
げ
て
そ
の
主
張
内
容
の
確
認
を
行

っ
た
。

後
半
の
三
者
に
つ
い
て
は
、
今
回
取
り
上
げ
た
テ
キ
ス
ト
だ
け
を
も

つ
て
未
成

年
犯
罪
者
の
処
遇
に
関
す
る
彼
等
の
見
解
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
を
よ
り
広
汎
か
つ
詳
細
に
見
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と

も
本
章
で
取
り
上
げ
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
判
明
し
た
、
現
行
刑
法
制
定
当
時
に
お
け

る
四

一
条
お
よ
び
同
条
か
ら
派
生
す
る
未
成
年
犯
罪
者
処
遇
問
題
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
四
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
第

一
に
、
こ
の
時
期
、
刑
事

政
策
上
の
関
心
事
項
と
し
て
、
「犯
罪
原
因
と
し
て
の
社
会
」
の
認
識
が
高
ま

っ
た

こ
と
、
つ
ま
り
、
社
会
や
国
家
が
犯
罪
発
生
に
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
社
会
や
国
家
が
犯
罪
予
防
に
向
け
て
の
対
策
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
と

い
う
認
識
が
定
着
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
認
識
こ
そ
が
、
未
成
年
犯
罪

者
の
犯
罪
理
由
お
よ
び
処
遇
に
関
す
る
関
心
を
ひ
き
つ
け
た
の
で
あ

っ
た
。
第
二

に
医
学
研
究
の
発
達
と
未
成
年
者
の
心
身
の
発
達
、精
神
状
況
へ
の
関
心
で
あ
る
。

つ
ま
り
刑
事
責
任
能
力
規
定
に
関
す
る
言
及
は
、
近
代
日
本
の
医
学
の
発
達
を
反

映
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三
と
し
て
は
、
刑
事
責
任
能
力
を
満

一
四

歳
以
上
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
た
現
行
刑
法
第
四

一
条
に
対
し
て
賛
否
両
論
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
否
定
的
意
見
を
有
し
て
い
る
者
の
中
に
牧
野
英

一
が

居
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
が
、
満

一
四
歳
未
満
の
触
法
少
年
の
処
遇
を
い

か
に
す
べ
き
か
、
ま
た
、
満

一
四
歳
以
上
で
あ

っ
て
も
、
成
年
と
は
別
に
処
遇
す

る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
、
未
成
年
犯
罪
者
の
処
遇
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り

で
あ
る
。
こ
の
関
心
は
、
感
化
法
改
正
、
さ
ら
な
る
刑
法
改
正
、
そ
し
て
実
務
に

お
け
る
処
遇
の
工
夫
な
ど
の
要
請
を
引
き
出
す
こ
と
に
な

っ
た
が
、
こ
の
中
で
刑

法
改
正
直
後
に
行
わ
れ
た
も
の
は
感
化
法
改
正
の
み
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
改
正

感
化
法
の
全
国
展
開
が
行
わ
れ
る
他
方
で
、
未
成
年
犯
罪
者
に
対
す
る
法
律
、
つ

ま
り
少
年
法
制
定
の
必
要
性
に
対
す
る
認
識
が
高
ま
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
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ｚ
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。

な
お
、
本
稿
の
主
た
る
考
察
課
題
か
ら
は
外
れ
る
が
、
最
後
に
、
近
代
日
本
に

お
け
る

「感
化
」
の
用
語
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

明
治
三
三
年
感
化
法
や
、
明
治
四
〇
年
代
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
行
わ
れ
た
感

化
救
済
事
業
な
ど
に
用
い
ら
れ
た

「感
化
」
の
用
語
で
あ
る
が
、
仏
教
用
語
な
い

し
儒
教
用
語
と
考
え
ら
れ
る

「感
化
」
と
い
う
用
語
は
な
ぜ
、
近
代
日
本
に
お
い

て
、
不
良
少
年
お
よ
び
未
成
年
犯
罪
者
の
矯
正
の
み
な
ら
ず
、
社
会
改
良
運
動
に

お
い
て
も
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
会
図
書
館
所
蔵
文
献
な
ど
を
調
査
し

た
結
果
、
管
見
の
限
り
に
お
い
て
は
、
未
だ
十
分
な
答
え
を
得
る
に
至
っ
て
お
ら

ず
、
当
該
分
野
に
お
け
る

「感
化
」
の
使
用
に
見
る
刑
事
政
策
お
よ
び
社
会
事
業

の
性
格
な
ら
び
に
そ
の
変
容
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
の
一
つ
と
し
た
い
と

考
え
て
い
る
も
の
の
、
現
時
点
で
判
明
し
て
い
る
こ
と
お
よ
び
今
後
の
課
題
を
記

し
て
お
き
た
い
。
明
治
お
よ
び
大
正
期
に
お
い
て
、
感
化
と
い
う
用
語
は
不
良
少

年
お
よ
び
未
成
年
犯
罪
者
の
処
遇
、
更
生
事
業
を
含
む
社
会
事
業
活
動
、
そ
し
て

教
育
の
分
野
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
感
化
と
い
う
用
語
の
定
義
を
行
っ
て
い
る

文
献
を
見
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、加
藤
成
俊
は
、
『感
化
教
育
の
研
究
』

に
お
い
て
、
感
化
教
育
の
意
義
を
述
べ
る
前
提
と
し
て
、
感
化
の
定
義
を
行
っ
て

い
る
。
加
藤
に
よ
れ
ば
、
感
化
と
い
う
用
語
に
は
広
義
と
し
て
は
、
相
互
感
化
の

こ
と
で
あ
り
、
全
て
の
人
が
先
輩
年
長
同
輩
の
人
格
に
触
れ
て
善
化
、
あ
る
い
は

悪
化
す
る
こ
と
を
指
す
。
し
た
が
つ
て
、
広
義
に
お
け
る

「感
化
教
育
」
と
は
、

感
化
救
済
事
業
を
指
す
。
他
方
、
狭
義
と
し
て
は
、　
一
度
悪
化
し
た
者
を
矯
正
改

造
し
て
善
良
な
る
者
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
狭
義
の

「感
化
教
育
」
と
は
、
感
化

事
業
、
す
な
わ
ち
感
化
院
に
お
け
る
教
育
を
指
す
。
し
た
が
つ
て
、
狭
義
の

「感

大
正
少
年
法
案
初
期
審
議
に
見
る
未
成
年
犯
罪
者
の
処
遇
―
―
」
三
重
大
学

『法
経

論
叢
』
第
二
六
巻
第

一
号
、
二
〇
〇
八
年
。

化
教
育
」
の
対
象
者
は
、
不
良
少
年
、
貧
児
、
孤
児
、
遺
児
、
棄
児
、
親
権
の
悪

用
又
は
誤
用
に
基
づ
く
少
年
で
あ
っ
て
、
不
良
行
為
の
虞
あ
る
者
で
あ
り
、
未
成

年
犯
罪
者
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
加
藤
は
、
普
通
教
育
と

は
異
な
る
感
化
教
育
の
必
要
性
を
主
張
す
る
目
的
で
、
感
化
と
い
う
用
語
を
整
理

し
て
お
り
、
そ
れ
な
り
に
示
唆
を
受
け
る
も
の
の
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か

け
て
社
会
事
業
に
感
化
の
語
が
付
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
説
明
が
な
さ
れ
て
お

ら
ず
、
今
後
さ
ら
な
る
文
献
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
「感
化
」
の
用
語
以
外

の
課
題
と
し
て
は
、
内
務
、
司
法
両
省
の
未
成
年
犯
罪
者

・
不
良
少
年
に
対
す
る

処
遇
に
お
け
る
両
者
の
関
係
の
解
明
と
、
児
童
問
題
に
お
け
る
未
成
年
犯
罪
者

・

不
良
少
年
に
対
す
る
処
遇
の
位
置
づ
け
、
そ
し
て
、
当
時
の
社
会
事
業
、
社
会
福

祉
、
社
会
改
良
に
お
け
る
他
の
領
域
と
の
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
、
刑
法
、
刑
事
政
策
、
そ
し
て
社
会
事
業
に
関
す
る
研
究
を
進
め

つ
つ
、
徐
々
に
明
ら
か
す
る
予
定
で
あ
る
。

付
記

¨
本
稿
は
平
成

一
八
年
度
～
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究

０
）

「近
代
日
本
の
未
成
年
者
に
対
す
る
刑
事
法
の
理
念
と
実
態
―
―
刑
法
制
定
後

の
議
論
を
中
心
と
し
て
―
―
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
二
〇
〇
八
年
九

月
日
の
社
会
福
祉
形
成
史
研
究
会
に
お
け
る
報
告
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
同

研
究
会
に
御
出
席
の
先
生
方
か
ら
頂
戴
し
た
有
益
な
ご
指
摘
を
頂
戴
し
た
こ
と

に
感
謝
致
し
ま
す
。

江ヽ

０
　
拙
著

「
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
刑
事
政
策
と
社
会
事
業
に
関
す
る

一
考
察
―
―

訂
正
三
三
版
、
三

一
上
壬

一頁
。
な
お
、
同
頁
に
は
、
「刑
法
典
実
施
以
後
十
有
余
年

ニ
シ
テ
大
正
十

一
年
法
律
第
四
十
二
号
少
年
法
ノ
成
ル
ア
リ
刑
法
典
ノ
規
定
二
影
響

ヲ
及
ホ
ス
モ
ノ
少
カ
ラ
ス
就
中
其
第
七
條
乃
至
第
十
四
條
二
定
メ
タ
ル
少
年
ノ
刑
事
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大
正
少
年
法
案
初
期
審
議
に
見
る
未
成
年
犯
罪
者
の
処
遇
―
―
」
三
重
大
学

『法
経

論
叢
』
第
二
六
巻
第

一
号
、
二
〇
〇
八
年
。

②
　
南
雲
庄
之
助

『刑
法
修
正
理
由
』
集
文
館
、
明
治
四
〇
年
、
九
頁
。

０
　
ユ則
掲
　
一
〓
丁

一
四
頁
。

０
　
ユ削
掲
　
一
一
七

・
一
一
八
頁
。

同
　
一則
掲
　
一
一
八

ｏ
一
一
九
頁
。

０
　
山
田
正
賢

『改
正
刑
法
講
義
』
出
版
社
不
明
、
明
治
四
〇
年
、
三
三
二
～
三
三
四

頁
。

０
　
一則
掲
　
一三
二
四

・
三
三
五
頁
。

閣
　
磯
部
四
郎

『改
正
刑
法
正
解
』
六
合
館
、
明
治
四
〇
年
、
八
六
頁
。

０
　
藤
沢
茂
十
郎

『改
正
刑
法
新
論
』
博
文
館
、
明
治
四
〇
年
、　
一
四
五
頁
。

０
　
上
田
玄
海

『改
正
刑
法
並
監
獄
法
要
義
』
盛
林
堂
、
明
治
四

一
年
、
□
頁
。

０
　
花
井
卓
蔵

『新
刑
法
評
論
』
中
央
大
学
、
明
治
四

一
年

（中
央
大
学
四

一
年
度
第
三

学
年
法
律
科
講
義
録
）

０
　
花
井
卓
蔵

『刑
法
俗
論
』
博
文
館
、
大
正
元
年
、
八
四

・
八
五
頁
。

０
　
ユ削
掲
　
八
五

・
八
六
頁
。

図
　
ユ削
掲
　
一
〇
四

・
一
〇
五
頁
。

０
　
ユ削
掲
　
一
一
〇

・
一
一
一
頁
。

０
　
ユ削
掲
　
一
一
四
頁
。

０
　
牧
野
英

一
『刑
事
学
の
新
思
潮
と
新
刑
法
　
再
版
』
警
眼
社
、
一
九
〇
九
年
、
六
七

頁
。

田
　
ユ則
掲
　
八
四

・
八
五
頁
。

０
　
ユ削
掲
　
八
六
頁
。

の
　
ユ則
掲
　
一
八
六
～

一
人
八
頁
。

例
　
泉
二
新
熊

『改
訂
　
刑
法
大
要
　
全
』
有
斐
閣
、
明
治
四
四
年
初
版
、
大
正

一
四
年

訂
正
三
三
版
、
三

一
二
壬

一頁
。
な
お
、
同
頁
に
は
、
「刑
法
典
実
施
以
後
十
有
余
年

ニ
シ
テ
大
正
十

一
年
法
律
第
四
十
二
号
少
年
法
ノ
成
ル
ア
リ
刑
法
典
ノ
規
定
二
影
響

ヲ
及
ホ
ス
モ
ノ
少
カ
ラ
ス
就
中
其
第
七
條
乃
至
第
十
四
條
二
定
メ
タ
ル
少
年
ノ
刑
事

処
分
ハ
同
法
二
所
謂
少
年
二
関
シ
テ
相
対
的
二
刑
ノ
実
質
ヲ
変
更
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

同
年
法
律
第
七
十
五
号
刑
事
訴
訟
法
ノ
規
定
中
ニ
モ
刑
法
典
ノ
規
定
二
関
連
ス
ル
モ

ノ
ア
リ
」
と
い
う
よ
う
な
、
刑
法
と
大
正
少
年
法
と
の
関
わ
り
に
言
及
し
た
記
述
が

見
ら
れ
る
。

ω
　
ユ削
掲

一
四

一
・
一
四
二
頁
。
な
お
、
同
箇
所
に
は
、
〔註
〕
と
し
て
、
「支
那
法
系
ニ

在
テ
ハ
七
十
以
上
ヲ
十
五
歳
以
下
二
八
十
以
上
ヲ
十
歳
以
下
二
九
十
以
上
ヲ
七
歳
以

下
二
準
シ
テ
処
分
ス
ル
ヲ
以
テ
通
例
ト
ス
ル
モ
近
世
欧
州
系
ノ
刑
法
ハ
老
齢
ヲ
以
テ

責
任
無
能
カ
ノ
原
因
卜
認
メ
サ
ル
ヲ
通
則
ト
ス
若
シ
夫
ル
老
衰
ノ
結
果
ト
シ
テ
心
神

喪
失
又
ハ
心
神
耗
弱
ノ
状
態
二
陥
リ
タ
ル
者
二
付
テ
ハ
第
三
十
九
條
ノ
適
用
ア
ル
可

キ
コ
ト
ヲ
注
意
ス
可
キ
ナ
リ
」
の
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
泉
二
に
お
い
て
は
、
単
に

幼
年
者
だ
け
で
は
な
く
、
高
齢
者
に
つ
い
て
も
責
任
能
力
の
有
無
に
つ
い
て
も
関
心

が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

０
　
加
藤
成
俊

『感
化
教
育
の
研
究
』
日
本
学
術
普
及
会
、
大
正
四
年
”
本
書
は
加
藤

が
帝
国
大
学
在
学
中
に
執
筆
し
た
卒
業
論
文
を
訂
正
増
補
し
た
も
の
。

ｍ
　
ユ則
掲
　
一
一～
六
頁
。


